
 

高病原性鳥インフルエンザ等に係る 

第４回京都府家畜伝染病等対策本部会議 

 

 

  令和７年 12 月 31 日（水）８時 00 分～ 

京都府庁第 1号館 6階危機管理センター 

災 害 対 策 本 部 会 議 室 

 

 

 

次    第 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

 

 （１）防疫措置完了の状況と今後の対応について 

 

  （２）職員動員等の状況について 

 

  （３）従事者の健康管理について 

 

  （４）消毒ポイントについて 

 

  （５）その他 

 

 

３ 閉 会 
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建設交通部 企画調整理事兼副部長 山本　哲也 代理

府議会 事務局長 山口　隆壮

山城広域振興局 局　長 古澤　明 Web

南丹広域振興局 局　長 井爪　環 Web

中丹広域振興局 局　長 奥野　昌徳 Web

丹後広域振興局 局　長 塩見　豊寿 Web
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資料 

亀岡市における高病原性鳥インフルエンザ発生に係る 

防疫措置完了について 

 

１ 発生農場の概要 

・農場所在地：亀岡市 

・飼 養 状 況：採卵鶏 281,786羽 

 

２ 経  過 

12月23日(火)  飼養者から南丹家畜保健衛生所へ死亡鶏増加の通報。簡易検査の

結果陽性を確認 

12月24日（水） 中丹家畜保健衛生所によるＰＣＲ検査陽性の報告を受けた国が、

高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜と決定。防疫措置開始 

12月30日(火) 午前５時30分 殺処分終了 

12月30日(火) 午後８時 防疫措置完了 

 

３ 防疫措置の概要  

鶏の殺処分、汚染物品処理（鶏糞、飼料等の封入）及び、鶏舎、農場敷地の清掃と

消毒を実施 

 

４ 職員動員等の状況              （延べ人数） 

① 京都府職員 約4,700人  

（うち殺処分等従事） （約3,120人） 

② 他府県応援職員＜獣医師等＞ 約10人  

③ 民間事業者 約2,000人  

④ 医療チーム＜日本赤十字社京都府支部＞ 約20人  

合計  約6,730人  

 

５ 今後の対応 

予定日 制限区域内の対応 

12/31（水） ・消毒ポイント運営時間の変更（24時間 → AM 9:00～PM 5:00） 

1/10(土) 
（防疫措置完了の

翌日から10日後） 

・清浄性確認検査1)及び搬出制限区域解除検査2)で陰性を確認 

・搬出制限区域の解除 

・搬出制限区域境界付近の消毒ポイントを閉鎖（２／４箇所） 

1/21(水) 
（防疫措置完了の

翌日から21日後） 

・移動制限区域の解除 

・全ての消毒ポイントを閉鎖 

1/28(水) 
（防疫措置完了の

翌日から28日後） 

・監視強化区域解除検査3)で陰性を確認 

・監視強化区域の解除 

※ 発生農場については、概ね１週間間隔で２回の消毒を実施 

1) 移動制限区域内（半径３ｋｍ内）の農場（該当なし）の臨床検査 

2) 搬出制限区域内（半径３～１０ｋｍ内）の農場（２農場）の臨床検査 

3) 監視強化区域内（半径10ｋｍ内）の臨床検査 


